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１ 計画策定の趣旨 

本町は、平成１８年３月の新町発足後、合併による効果を最大限に発揮し、

簡素で効率的・効果的な業務体制の確立を進めています。合併による職員数

の増を踏まえ、組織機構や事務事業の見直しなどによりコスト縮減を図り、

定員の適正化に取り組んできました。 

しかしながら、少子高齢化の進展による人口減少社会の到来、社会経済情勢

の変化や多様化する町民ニーズ、地方創生の取り組みなど行政需要は増大し、

様々な課題への柔軟かつ適正な対応が求められています。 

また、定年制の延長、長時間労働の是正、多様な働き方の実現など、職員

を取り巻く環境にも大きな変化があります。 

このような多岐にわたる行政課題や状況の変化を踏まえ、一層の行政サー

ビスの充実と将来の安定的な行政運営、職員数の適正化を図るため「大空町

定員適正化計画」を策定します。 

 

２ これまでの定員適正化の経過 

（１）第１次定員適正化計画（平成１８年度～平成２３年度） 

平成１８年度１７８人だった職員数を１５５人（純減数２３人、１２.９％減）

に削減する目標を定め、勧奨退職の実施や新規採用者の抑制ほか、大課制、

グループ制の導入などを行い、結果、平成２３年度の職員数は、３０人減

（１６.９％減）の１４８人となり、目標を上回る結果を得ることができま

した。 

 

（２）第２次定員適正化計画（平成２４年度～平成２８年度） 

職員数（任期付職員及び再任用職員を除く）の目標を１３２人（純減数

４６人、２５.８％減）と定め、臨時職員等の雇用や指定管理者制度の活用

などにより、更なる職員数の適正化を進めました。結果、平成２８年度の

職員数は、合併当初の平成１８年度から４５人減（２５．３％減）の１３３

人となり、ほぼ計画どおりとなりました。 

 

（３）第３次定員適正化計画（平成２９年度～令和３年度） 

複雑・多様化する行政需要に対して、柔軟かつ的確に対応するため、職

員削減ではなく、組織機構や事務事業の見直し、適切な人員配置に努める

こととし、職員数（派遣職員、任期付職員及び再任用職員を除く）の目標

を前計画と同数の１３２人と定めました。結果、令和３年度は、計画に見

込まれていない認定こども園への派遣や自己都合退職者の増により、平成

１８年度から５５人減（３０.９％減）の１２３人となりました。 
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３ 職員数の現状 

（１）職員数の推移 

本町では、組織改革や事務事業の見直し、外部への業務委託などを行い

職員数の適正化に取り組んできました。平成１８年度の職員数１７８人は、

令和３年度には１２３人（派遣職員、任期付職員及び再任用職員を除く）に

まで減少し、効率的な行政運営に努めてきました。 

 

≪第１次定員適正化計画（平成１８～２３年度）≫         （単位：人） 

年 度 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

計  画 １７８  １７１  １６７  １６３  １５９  １５５  

職 員 数 １７８  １７１  １６３  １５７  １５０  １４８  

（前年比）   ― （▲７） （▲８） （▲６） （▲７） （▲２） 

 

≪第２次定員適正化計画（平成２４～２８年度）≫         （単位：人） 

年 度 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 
Ｈ１８から 
の増減 

計  画 １４３  １３９  １３２  １３２  １３２  

累計   

▲４５ 

職 員 数 １４４  １３９  １３８  １３６  １３４  

うち 
任期付職員数 １  １  １      

うち 
再任用職員数   ５  １  １  

任期付及び
再任用を除く 

職 員 数 
１４３  １３８  １３２  １３５  １３３  

（前年比） （▲５） （▲５） （▲６） （３） （▲２） 

 

≪第３次定員適正化計画（平成２９～令和３年度）≫        （単位：人） 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 
Ｈ１８から 
の増減 

計  画 １３１  １３２  １３２  １３２  １３２  

累計   

▲５５ 

職 員 数 １３８  １４４  １４３  １４３  １４０  

うち 
派遣職員数 ３  ３  ６  ６  １１  

うち 
任期付職員数 

２  ２  ２   １  １  

うち 
再任用職員数 

３  ４  ３  ４  ５  

任期付、再任用
及び派遣を除く

職員数 
１３０  １３５  １３２  １３２  １２３  

（前年比） （▲３） （５） （▲３） （０） （▲９） 

※各年度４月１日現在の職員数 
※計画欄は定員適正化計画の目標値 
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≪職員数と会計年度任用職員（臨時職員）等の数の推移≫ 

年 度 Ｈ１８ Ｈ２４ Ｈ２９ Ｒ３ 

職 員 数 １７８人  １４４人  １３８人  １４０人 

会計年度任用職員
(臨時職員)等の数 

５１人  ６０人  ５３人   ４０人 

計 ２２９人  ２０４人  １９１人  １８０人 

※各年度４月１日現在の職員数で、派遣職員、再任用職員、任期付職員、休職者、

育児休業者を含み、高等学校教職員を除く。 

（２）類似団体職員数との比較 

類似団体の職員数は、全国の市町村を人口規模や産業構造等で細分化し、

同じグループに分類される職員数を算出したものであり、本町は町村の「Ⅱ－０」

（人口５,０００人以上１０,０００人未満、産業構造Ⅱ次・Ⅲ次８０％未満）に

属しています。 

令和２年４月１日現在の大空町普通会計の職員数（公営企業等会計に従事す

る職員を除く）は、類似団体の職員数１１１人に対し、２４人多い１３５人と

なっています。 

区  分 
大空町の職員数 
（人）   Ａ 
※人口７,１３０人 

類似団体職員数（人） 
比 較 

Ａ－Ｂ 
単純値 

※人口１万人当たり 

単純値より算出 
※人口を７,１３０
人とした場合 Ｂ 

一般行政部門 １０４  １３１.２８  ９４  １０  

教育部門 ３１  ２４.４６  １７  １４  

普通会計職員の計 １３５  １５５.７４  １１１  ２４  

※人口は、令和２年１月１日現在の住民基本台帳人口 

（３）人口比率（人口１万人当たりの職員数）による比較 

令和２年４月１日現在の道内類似団体（町村）と人口比率により比較すると、

大空町は人口１万人当たりの職員数が１８９.３４人で道内３２町村中１２番

目に多い数となっています。 

町 名 人 口（人） 普通会計職員数（人） 
人口１万人 

当たりの職員数 

池 田 町 ６，６１９ １１０ １６６.１９ 

広 尾 町 ６，６６９ １１６ １７３.９４ 

本 別 町 ６，８９９ １２５ １８１.１９ 

大 空 町 ７，１３０ １３５ １８９.３４ 

標 茶 町 ７，５０９ １５２ ２０２.４２ 
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（４）条例定数と現員数との比較 

令和３年４月１日現在における条例定数と現員数との比較は、条例定数

１６５人に対し、現員数１５２人となっており、条例定数より１３人現員

数が下回っています。 

 （単位：人） 

区  分 町長部局 
議 会 
事務局 

監査委員 
選挙管理
委員会 

教 育 
委員会 

農 業 
委員会 

合 計 

条例定数(A） １１７ ３  １  １  ３９  ４  １６５ 

現員数 (B） １１０ ３  ０  １  ３６  ２  １５２ 

差引(A)－(B) ７ ０  １  ０  ３  ２  １３ 

※現員数には、派遣職員、再任用職員、任期付職員、休職者、育児休業者及び高等学
校教職員を含む。  

 

（５）部門別職員数の推移（各年度４月１日現在） 

平成１８年４月１日現在の職員数１７８人に対し、令和３年４月１日現

在の職員数は１５２人であり、２６人の減となっています。 

（単位：人） 

年 度 
部 門 

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

一般行政 １２８  １２２  １１８  １１４  １１１  １０６  

教  育 ３４  ３３  ３２  ３１  ２９  ３３  

公営企業等 
（簡水・下水・国保・介護） 

１６  １６  １３  １２  １０  ９  

合 計 １７８  １７１  １６３  １５７  １５０  １４８  

職員数前年比   ▲７  ▲８  ▲６  ▲７  ▲２  

 
年 度 

部 門 
Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

Ｈ１８か
らの増減 

一般行政 １０３  １００  ９９  ９７  ９４  ▲３４  

教  育 ３２  ３０  ３０  ３０  ３１  ▲３  

公営企業等 
（簡水・下水・国保・介護） 

９  ９  ９  ９  ９  ▲７  

合 計 １４４  １３９  １３８  １３６  １３４  ▲４４  

職員数前年比 ▲４  ▲５  ▲１  ▲２  ▲２   
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年 度 
部 門 

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 
Ｈ１８か
らの増減 

一般行政 ９６  １００  ９９  １０３  １０６  ▲２２  

教  育 ３３  ３５  ３５  ３１  ３７  ３  

公営企業等 
（簡水・下水・国保・介護） 

９  ９  ９  ９  ９  ▲７  

合 計 １３８  １４４  １４３  １４３  １５２  ▲２６  

職員数前年比 ４  ６  ▲１  ０  ９   

※各年度４月１日現在の職員数で、派遣職員、再任用職員、任期付職員、休職者、
育児休業者及び高等学校教職員を含む。 

※部門別の人数は、地方公共団体定員管理調査調査要領に基づく分類。 
 

（６）職員の年齢構成 

令和３年４月１日現在の職員の年齢構成は、４０歳代の割合が多いほか、

前計画期間内における退職者の補充、新規採用により、５年前と比較して

若年層の職員数が増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※再任用職員、任期付職員及び高等学校教職員を除く。 

年 齢 
Ｒ３ Ｈ２８ 

人数 割合 人数 割合 

２０歳未満 ２人 １.５％ １人 ０.８％ 

２０～２４歳 １３人 ９.７％ １２人 ９.０％ 

２５～２９歳 １５人 １１.２％ １１人 ８.３％ 

３０～３４歳 １１人 ８.２％ １０人 ７.５％ 

３５～３９歳 １０人 ７.５％ １２人 ９.０％ 

４０～４４歳 １４人 １０.４％ ３１人 ２３.３％ 

４５～４９歳 ３１人 ２３.１％ ２４人 １８.１％ 

５０～５４歳 ２３人 １７.２％ １８人 １３.５％ 

５５歳以上 １５人 １１.２％ １４人 １０.５％ 

合 計 １３４人 １００.０％ １３３人 １００.０％ 
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４ 新たな定員適正化計画 

（１）基本的な考え方 

第１次及び第２次（平成１８～２８年度）までの計画において、勧奨退職

の実施、新規採用者の抑制、組織機構や事務事業の見直しを行い、職員数

の縮減を行ってきました。 

第３次（平成２９～令和３年度）計画では、複雑化する行政需要に対し、

組織として的確に対応していくため、職員削減ではなく適切な人員配置に

努めることとして取り組んできました。 

今後、将来の行財政運営に考慮する一方、人口減少社会を見据えつつ、

少子高齢化の進展、地方創生の取組、先端技術の活用など、社会情勢の変

化や多様化する行政課題に柔軟かつ適正に対応していく必要があります。 

このような状況を踏まえ、第４次となる新たな計画においても、引続き

現職員数を維持することを基本とし、地域の実情に応じた質の高い行政サ

ービスの提供に努めていくこととします。 

 

（２）計画期間 

本計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

 

（３）対象職員 

計画の対象は全部門[一般行政、特別行政（教育部門）及び公営企業等]

の一般職とします。 

 

（４）目標職員数 

高度化、多様化する行政課題に対応し、行政サービスの低下を招くこと

のないよう計画的に新規採用を行い、令和８年４月１日の職員数（派遣職

員、再任用職員、任期付職員及び高等学校教職員を除く）を１２３人とす

ることを目標とします。 
（単位：人） 

 基準 計  画 

年 度 
区 分 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

職 員 数  (A) １４０ １３８ １４０ １３９ １４０ １４０ 

うち派遣職員   (B) １１ １１ １１ １１ １１ １１ 

うち任期付職員  (C) １      

うち再任用職員  (D) ５ ４  ６ ５ ６ ６ 

計 画 (A)-(B)-(C)-(D) １２３ １２３ １２３ １２３ １２３ １２３ 

退 職 予 定 者  ４ ４ ２ ６ ２  

採 用 予 定 者  ４ ４ ２ ６ ２ 

※職員数は、高等学校教職員を除く。 
※退職予定者のうち定年退職は、令和５年度から２年に１歳ずつ段階的に引き上げら

れるものとして推計。 
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５ 定員適正化の方策 

（１）計画的な職員採用 

将来にわたり安定的な組織運営を行っていくため、職員の年齢構成にも

配慮し、中長期的な視点から計画的な職員採用を行います。 

 

（２）組織体制の見直し 

複雑・多様化する行政需要に的確に対応できるよう、合理的で効率的な

業務体制を確保するとともに、必要に応じて組織・機構の見直しを行います。 

 

（３）事務事業の見直し 

行財政改革の推進に合わせ、事務事業の見直しを継続的に行うとともに、

外部委託や民間との連携など効果的な手法を導入し、業務負担の軽減と効

率化を図ります。 

 

（４）職員の適正配置 

行政需要や業務内容の変化に柔軟に対応し、業務量に見合った適正な職

員配置に努めるとともに、仕事と生活の調和を図るワークライフバランス

の環境整備に取り組みます。 

 

（５）人材の育成 

計画的な職員研修の実施により、課題解決や政策形成能力の強化など、

職員の意識改革と資質の向上を図ります。 

 

（６）多様な雇用形態の活用 

定年延長制度の導入により、複雑・高度化する行政課題に対応し、質の

高い行政サービスの提供に努めます。 

また、希望する職員を再任用し、豊富な知識、経験、専門性を十分に発揮

できる環境を整えるとともに、若手職員の育成や組織力の維持を図ります。 

臨時・補助的な業務に関しては会計年度任用職員制度を活用し、業務の

効率化と職員負担の軽減を図ります。 

 

６ その他 

（１）計画の公表 

人事行政の透明性を図るため、本計画の進捗状況を町広報やホームページ

を通じて公表します。 

 

（２）計画の見直し 

本計画については、進捗状況の変化や行財政改革の進展に伴い、必要に

応じて適宜見直しを行うものとします。



 

 

 

 


